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基 本 構 想 
 

・基本構想は、次に示す考え方で構成しています。 

 

●まちの将来像 

かわる、かがやく、“牧場の朝”のまち かがみいし 

 

●まちづくりの目標 

がんばろう かがみいし！ 総合的な復興と新たな飛躍に向けて 

目標Ⅰ 「町民と力を合わせて、新しい鏡石をつくります！」 

目標Ⅱ 「心豊かな人を育て、地域文化を大切にする鏡石をつくります！」 

目標Ⅲ 「地域で支えあう、人にやさしい鏡石をつくります！」 

目標Ⅳ 「新しい産業を開花させ、活力あふれる鏡石をつくります！」 

目標Ⅴ 「快適に暮らせ、住んでみたくなる鏡石、訪ねてみたくなる鏡石 

をつくります！」 

目標人口：１３,５００人 

 

●まちづくりの理念 

<基本理念１> 
 

やさしさとふれあい
 

<基本理念２> 
 

復興と進化 

 

●まちの現状 

・まちの現況 ・東日本大震災による被災 

序 

説 

基
本
計
画
Ⅰ 

基
本
計
画
Ⅱ 

基
本
計
画
Ⅲ 

基
本
計
画
Ⅳ 

基
本
計
画
Ⅴ 

資 

料 

編 

基
本
構
想 



 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 章．社会経済の潮流 
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◆第 1章．社会経済の潮流 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・本町の政策・施策のあり方を考える前提として、近年の社会経済の動向、潮流を、世界やわが

国全体をみたマクロ（巨視的）な観点から整理すると、次に示すとおりです。 

 

【はじめに：東日本大震災の発生】 

・2011年（平成23年）3月 11日に発生した「東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）」は、

マグニチュード9.0 という世界的にも稀な巨大地震であり、戦後最悪の自然災害となりました。 

・東北・関東地方を襲った激しい揺れとその後の大津波により、極めて多くの人たちの尊い生命

と財産が奪われ、壊滅的な被害を受けました。市街地全体の「消失」といえるような、想像を

絶する規模の災害に見舞われた都市も多くみられます。 

・こうした中、被災者の生活支援・再建とともに、地域経済や地域社会の再構築などの視点を含

めた、被災地域の総合的な復旧・復興に向けた取組みを行うことが、緊急かつ重要な課題とな

っています。 

・また、東京電力福島第一原子力発電所における津波による施設の損壊と冷却機能の停止により

引き起こされた放射能汚染は、震災に苦しむ被災地にさらなる打撃を与えるとともに、広範囲

に悪影響を及ぼすこととなりました。 

・原発の北西側の地域を中心に、極めて高い放射線量が測定され、特に放射性セシウムは広域的

に汚染が拡大している状況にあり、人々の健康被害、特に乳幼児への悪影響が懸念されていま

す。強制避難によるコミュニティの崩壊、農漁業への打撃、さらには風評被害や被害者への偏

見・差別などの社会問題も生じています。 

【ポイント】 

■東日本大震災は、戦後最悪の大惨事となり、物的な都市機能の復旧・再生にとどまらず、地

域経済や社会など、幅広い観点からの復興に向けた課題が山積しています。東京電力福島第

一原子力発電所の事故による放射能汚染が極めて深刻な問題となり、長期にわたる対応が必

要とされています。 

■震災以外の分野を含む防災に加えて、防犯・テロ対策・感染症対策など、多分野における「総

合的な危機管理体制の構築」を図るとともに、「消費者の保護」や「社会保障制度の持続性

の確保」により、「安心・安全社会」を構築することが求められています。 

■人口構造については、「少子化・高齢化」「単身世帯・高齢世帯の増加」といった動きがみら

れ「総人口の減少」や「人口構成のゆがみ」が拡大することが懸念されています。 

■経済・産業面では、「厳しい経済環境」「グローバル化とソフト化・サービス化と高度情報ネ

ットワーク社会の到来」を基本的な潮流としつつ、「各種産業の構造変化」がみられます。 

■環境に関しては、「地球環境問題の顕在化」をはじめ、「地域の環境問題の多様化」「新エネ

ルギーへの転換」などの動きがみられる中、様々な対応が検討・実施されています。 

■その他、「人々のニーズの多様化・高度化」「地域固有の資源の尊重」「地方分権の進行」と

いった動きがみられます。 
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・原子炉を制御下においたうえで安全な廃炉措置を完了するまでには、極めて長い期間を要する

と考えられており、多岐にわたる取組みを長期的に継続していかなければなりません。 

・この未曾有の大災害は、被災地はもとより、わが国全体の経済・社会にも深刻な影響を及ぼし

ているものであり、国をはじめ、官民の総力をあげての取組みが不可欠となっています。 

・こうした極めて大きな課題の浮上を前提としつつ、社会経済の潮流を震災以前よりみられてい

た内容も含めて分野別に整理すると、以下のとおりです。 

 

（１）「安心・安全社会」の構築 

・国民に「安心・安全」な暮らしを保障するため、防災をはじめ、防犯、テロ対策、感染症対策、

消費者保護といった様々な分野において総合的な対策を講じること、危機管理体制を構築する

ことが、震災前から重要な政策テーマとして指摘されていました。 

・震災後の現在、さらにその重要性が高まり、また広く認識されるようになっています。 

・また、社会保障制度の持続性を維持し、だれもが安心して暮らせるような社会をつくることが、

極めて重要な課題となっています。 

 

（２）人口構造に関わる動向 

・少子・高齢化、世帯当り人員の低下といった長期的な傾向に加えて、近年は、わが国全体の人

口が減少に転じたことが、各種の調査から明らかになっています。 

・これらの傾向は、今後も当分の間は継続すると考えられており、社会保障などに悪影響を与え

る恐れが指摘されています。 

・一方で、高齢者の社会参加の機会の拡大、一人ひとりを大切にした子育ての推進、質の高いま

ちづくりなどを図るうえでは、活かすべき機会であると捉えることも可能です。 

 

（３）経済環境と産業構造に関わる動向 

・※ICT（情報通信技術。一般的には IT と呼ばれる。）の飛躍的な進歩を基礎に、経済の「※グロ

ーバル化」と「ソフト化・サービス化」の流れが加速するとともに競争が激化し、また産業構

造が大きく変化してきています。 

・こうした中、世界的な金融危機の影響などによる深刻な低迷状況から立ち直りつつあったわが

国の経済ですが、東日本大震災の発生により深刻な打撃を被ることとなりました。 

・総合的な視点から、全力をあげて産業の再生と経済の復興を目指すことが課題となっています。 

 

（４）環境問題に関わる動向 

・地球レベルでの環境問題に対応するため、国際間で、温室効果ガスの発生削減や生物多様性の

保全などに関するルールづくりに関する話し合いが行われており、わが国でも高い目標を設定

して各種の取組みを進めています。 

・「高度成長期型」の公害問題の多くは緩和・改善したものの、新たな環境問題への対応を含め

た環境保全・改善の重要性に変わりはありません。 

・そうした中、人々や事業者などの意識も変化し、環境問題への取組みが活発化してきていま 

す。 
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（５）人々の価値観の変化と地域の自立性の拡大に関わる動向 

・社会・経済の成熟化に伴って、人々のニーズや価値観が多様化・高度化し、生活スタイルの変

化や様々な場面への社会参加などがみられるようになっています。 

・※グローバル化が進行する中、一方では、地域の資源を大切にして活用していく「地域回帰」

の動きもみられます。 

・徐々に地方分権が進む中、自治体がもつ権限と責任が高まりつつあり、独自のまちづくりを展

開する必要性が増しています。 
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第 2 章．まちの現状 
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◆第 2章．まちの現状 
 

 

（１）町の位置と地勢 

 

 

 

 

 

 

 

①位置・標高・面積 

・本町は、福島県の「中通り」の中央南部（北緯 37度 15 分、東経 140 度 20 分）に位置

しています。 

・標高は240ｍから290ｍ余で、ほぼ平坦な大地となっています。 

・北側及び北東側、北西部は須賀川市に、南側は矢吹町（西白河郡）及び一部で天栄村（岩瀬

郡）に、南東側は阿武隈川を隔てて玉川村（石川郡）にそれぞれ接しています。 

・東京からは約200kmの位置にあります。 

・面積は31.25k ㎡で、東西7.7km、南北7.5kmのコンパクトなまちとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鏡石町の位置 

【ポイント】 

■本町は、福島県「中通り」の中央南部に位置するコンパクトなまちです。 

■比較的温暖な気候に恵まれており、阿武隈川と釈迦堂川に挟まれた河川域に、肥沃な耕地が

広がっています。大部分が台地で、平坦地と緩やかに傾斜した斜面地からなります。 

■東北縦貫自動車道（「スマートインターチェンジ」が設置）や国道4号をはじめとする幹線

道路とJR東北本線が南北に通り、交通の利便性が非常に高くなっています。 

２－１ 鏡石町の基礎的概況 
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②自然条件 

・内陸型の気候ですが、標高が高くないこと、寒冷な東北地方にあっては南側に位置すること

などから、比較的温暖です。 

・東境の阿武隈川と西境の釈迦堂川に挟まれた両河川域には、肥沃な耕地が広がっています。 

・那須連峰の山並みを背景とした田園地と樹林地が非常に美しい景観をつくりだしており、自

然環境の豊かなまちです。 

・大部分が台地で、比較的急傾斜地が少なく、平坦地と緩やかに傾斜した斜面地からなります。 

 

③交通条件 

・高速道路である東北縦貫自動車道、東北地方の広域道路の主動線となる国道4号が南北に通

っており、国道4号については4車線化が進んでいます。 

・1993年（平成5年）には、町の中心部から東側の方向に直線で約8km、自動車を利用して

約15分のところに福島空港が開港しました。 

・2007年（平成19年）9月から2009年（平成21年）3月にかけて、「※スマートイン

ターチェンジ」の社会実験が行われた後、同年4月からは恒久化されています。 

・JR東北本線が南北に通っており、鏡石駅が設置されています。 

・こうしたことから、交通の利便性が非常に高いまちとなっています。 
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（２）沿革 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①先史時代～古代 

・鏡石一帯には、先史時代から、阿武隈川・釈迦堂川の流域に人々が住んでいたと考えられて

います。 

・町内で、原始・古代の時代に使われていたと思われる旧石器が発見されており、陣ヶ岡遺跡

などがあります。 

・福島県において最も古い3～4万年前のものと推定されており、学術的にも高い評価を受け

ています。 

・奈良～平安期の遺跡からは製鉄所跡や工人の住居跡が発見されており、文化の進展があった

ことが伺われます。 

 

②中世～江戸時代 

・古くは須賀川城主である二階堂氏の領地でした。 

・江戸時代には、松尾芭蕉が奥州街道を北上し、足跡を残しています。 

 

③明治時代以降 

・1873 年（明治 6 年）に、笠石新田・細谷・行方野・森宿の４ヶ村が合併して笠石村に、

1875 年（明治 8 年）には、笠石村と成田村が石川郡から岩瀬郡に編入され、その翌年に

は、高久田・鏡沼・仁井田の3ヶ村が合併して鏡田村となりました。 

・1889 年（明治 22 年）4 月の町村制施行により、鏡田・久来石・笠石・成田の 4 ヶ村が

合併して鏡石村となりました。 

・また明治時代の初期には、広大な原野が宮内省直営で開墾され、「順宣牧場」が誕生しまし

た。 

・1907年（明治40年）には、オランダから乳牛と農機具とともに青銅の鐘が贈られました。 

・こうして、後に岩瀬牧場と呼ばれる日本初の西洋式牧場が誕生し、唱歌である「牧場の朝」

のモデルとなりました。 

・1911年（明治44年）には、鏡石駅が開設しました。

【ポイント】 

■鏡石一帯には、先史時代から、人々が住んでいたと考えられています。 

■1889年（明治22年）4月の町村制施行により、4ヶ村が合併して鏡石村となりました。

■明治時代の初期には、広大な原野が、宮内省直営で開墾され、「順宣牧場（現在の「岩瀬牧

場」）」が誕生しました。 

■1911年（明治44年）に鏡石駅が開設されました。 

■1962年（昭和37年）に町制を施行し、以来、県内でも上位の一戸当たりの農業所得を誇

る一方で、工業団地の開発やスマートインターチェンジの開設などにより、工業機能も強化

して発展を続けてきました。 

■近年は経済環境の悪化などにより、「右肩上がり」の成長は難しくなっており、発想の転換

を求められていたところに、東日本大震災が発生し甚大な被害を受けました。 
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④町制施行後 

・1953年（昭和28年）の町村合併促進法による合併では、単独村として合併を行わず、1962

年（昭和37年）に町制を施行しました。 

・高度経済成長期には特に人口の増加が激しく、大きく発展しました。 

・1970年（昭和45年）には「県中都市計画区域」の指定を受け、翌年には「郡山地方広域

市町村」の圏域に含まれることとなりました。 

・1986年（昭和61年）には、「郡山テクノポリス構想（2000年からは「郡山地域高度技術

産業集積活性化計画」）の圏域」に指定を受けました。 

・1990年（平成2年）からは、「21世紀FIT構想」の構成市町村の一翼を担っています。 

・県内でも有数の一戸当たり農業所得額を誇る一方で、工業団地の開発や※スマートインター

チェンジの開設などにより、工業機能も強化して発展を続けてきました。 

・1998年（平成10年）には、「鏡石駅東第1土地区画整理事業」が都市計画決定され、事業

を進めてきています。 

・近年は経済環境の悪化などにより、「右肩上がり」の成長は難しくなっており、発想の転換

を求められていたところに、東日本大震災が発生し大きな打撃を受け、現在に至っています。 
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（３）人口・世帯 

 

 

 

 

 

・町の人口は、2010 年（平成 22 年）国勢調査によると 12,815 人、住民基本台帳による値

では13,056人（2011年 1月 1日現在）です。自然増加による増加傾向にありますが、近

年は頭打ちの傾向にあります。震災後は、転出超過による減少傾向もみられます。 

・世帯数は、同調査では4,076世帯で増加を続けていますが、平均世帯人員は3.14人/世帯 

と、一貫して減少してきています。 

・少子高齢化の進行の度合いは県全体と比較すると緩やかです。総人口に占める子供の数の割合

は約 15.8％と、県全体の約 13.7%と比較してかなり高い割合の「比較的若い世帯の多いま

ち」となっています。しかし、今後高齢化が進行することはほぼ確実であり、社会経済情勢や

町の取組み次第では、少子化が加速度的に進行することも危惧されるため、留意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

町の人口・世帯の推移 

＊資料：国勢調査 

 

【ポイント】 

■町の人口はおおむね1万3千人で、増加を続けてきましたが、近年は頭打ちの傾向もみられ

ます。 

■少子高齢化の進行は現時点では緩やかで、比較的若い世代の多いまちとなっています。 
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（４）産業構造 

 

 

 

 

・事業所形態をとっているところは少ないものの、平坦で肥沃な土地を活かした農業が盛んで、

「岩瀬きゅうり」や各種の果樹の産地として知られるなど、一戸当たりの農家所得は県下でも

上位となっています。 

・しかし、後継者不足や遊休農地の増加などが進行しているほか、輸入の自由化に向けた動きも

みられ、農業をめぐる先行きに不透明な部分が大きくなっています。 

・建設業の事業所数が全体の 13.5％、製造業が 18.6％で合計 32.1％と 3 分の 1 弱あり、両

者で全体の就業者数の半数を占めています。 

・第 3 次産業（サービス業）の比率が、事業者数で 67.1%と全体の 3 分の 2 を超えており、

就業者数でも 49.4％と半数近くに達するなど、鏡石町でも経済のソフト化・サービス化が進

行していることが伺われます。 

・いずれも厳しい問題に直面していたところに、東日本大震災がさらに追い打ちをかける結果と

なっています。 

産業別の事業所数及び就業者数 

事業所 就業者 
業種  

事業所数 構成比 就業者数 構成比 
第 1次産業   5 0.8% 27 0.5%

 農業 5 0.8% 27 0.5%

第 2次産業   190 32.1% 2,690 50.0%

 建設業 80 13.5% 469 8.7%

 製造業 110 18.6% 2,221 41.3%

第 3次産業   396 67.1% 2,664 49.4%

 
電気ガス・熱供給・
水道業 

1 0.2% 8 0.1%

 運輸業、郵便業 13 2.2% 330 6.1%

 卸売業、小売業 139 23.5% 1,021 19.0%

 金融業、保険業 8 1.4% 52 1.0%
不動産業・物品賃貸
業 

18 3.0% 31 0.6%

学術研究、専門・技
術サービス業 

16 2.7% 39 0.7%

宿泊業、飲食サービ
ス業 

60 10.2% 221 4.1%

生活関連サービス
業、娯楽業 

59 10.0% 179 3.3%

 

教育、学習支援業 15 2.5% 275 5.1%
 医療、福祉 37 6.3% 247 4.6%

 複合サービス事業 3 0.5% 31 0.6%
サービス業（他に分
類されないもの） 

20 3.4% 131 .2.4%
 

公務 7 1.2% 99 1.8%
合計   591 100.0% 5,381 100.0%

＊資料：平成21年経済センサス－基礎調査（旧「事業所・企業統計調査」） 

【ポイント】 

■農業が盛んで、製造業も比較的多く立地するほか、第３次産業の割合が3分の2を占めるに

いたっていますが、東日本大震災の影響もあって、厳しい状況に直面しています。 
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・2011 年（平成 23 年）3月 11 日、午後 2時 46 分、マグニチュード 9.0 という未曾有の

巨大地震が東日本を襲い、本町では震度6強を記録しました。 

・軽症者2名を除いて人的な被害はなかったものの、4,125世帯（2011年（平成23年）３

月 1 日現在）中、2,650 世帯が被災しており、被災世帯の割合は全体の約 64.2％に及びま

した。（2012年（平成24年）2月末現在） 

・また、以下に示すような甚大な被害に見舞われました。 

 

①被災家屋（2012年 2月末現在）    （参考）全世帯数に占める割合 

被災状況 棟数   割合 

全壊 201棟 全壊 4.8％ 

半壊 

（大規模半壊を含む） 

789棟 半壊 

（大規模半壊を含む） 

19.8％ 

一部損壊 1,675棟 一部損壊 39.6％ 

合 計 2,665棟 合 計 64.2％ 

 
②土木施設 

被害状況 

被災箇所 79箇所

通行止 2箇所

公園被害：鳥見山公園・前山公園における地盤沈下、あずま屋・プール天井の崩落、

地割れ 

 

③地滑り（主な地区） 

場 所 

道路関連（岡ノ内） 

池関連（岡ノ内・二池） 

民間宅地（久来石地区・鏡石三区コミュニティセンター裏） 

 

 

【ポイント】 

■東日本大震災の発生により、本町も甚大な被害を受けました。 

■大きな人的な被害はなかったものの、建物の倒壊や各種の施設の損壊など、物的な被害は深

刻で多岐に及びました。 

■東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射能の汚染も、大きな被害をもたらしまし

た。 

２－２ 東日本大震災による被災の概況 
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④農地・農業施設 

施設 区分 被災概要 箇所 

田 地割れ、法面崩壊 370箇所
農地 

畑 地割れ、法面崩壊 30箇所

ため池 堤防崩壊、法面崩壊 19箇所

道路 地盤沈下、舗装崩壊 20箇所

水路 側溝崩落、地盤沈下 60箇所
農業施設 

揚水機 器具・送水管破損 10箇所

 

⑤行政施設 

施設名 被災概要 

町役場 議場天井崩落、外壁面部分崩落、内壁面の亀裂、テレビ・

事務機器の破損、給水設備の破損 など 

各行政区集会所 家屋の傾き、ガラス・屋根等の破損、水道施設の破損、施

設外構の陥没 など 

町コミュニティー・セ

ンター（ＪＲ鏡石駅） 

壁面等の部分損壊、給排水設備の損壊、施設外構の陥没

など 

消防施設 分団屯所損壊、ポンプ車の損壊 など 

 

⑥学校施設 

施設名 施設 被災概要 

鏡石幼稚園 園舎 職員室天井歪み、外壁亀裂、扇風機落下による損壊 ほか

校舎 東西校舎全体の損壊、仮設校舎設置 ほか 第一小学校 

体育館 西側サッシ窓崩落、天井落下、ブレス破損 

第二小学校 校舎 食堂入口・壁亀裂、外構破損、給食室配水管破損 ほか 

校舎 書架等の破損、校舎連結部屋根のずれ、エアコン・外構等

の破損 ほか 

鏡石中学校 

体育館 天井落下、外構等破損、照明器具電動昇降機破損 ほか 

・特に第一小学校は、東西校舎全体の損壊と体育館の天井落下などにより、授業を継続する

ことができなくなり、一時、第二小学校と町構造改善センターを間借りして授業を実施し

ていました。現在は、第一小学校校庭敷に仮設校舎を建築し授業を再開しています。 
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⑦社会体育・社会教育施設 

施設名 被災概要 

町民プール 天井落下、外構亀裂 ほか 

町図書館 外構陥没・亀裂、上下水道破損、視聴覚ホール移動観覧席破損

ほか 

構造改善センター 建物亀裂、外構陥没・亀裂 

町公民館 駐車場亀裂、大研修室の天井損傷 

鳥見山陸上競技場 芝スタンド亀裂（20箇所） ほか 

その他体育施設 野球場避雷針、テニスコート照明定器損傷 ほか 

 

⑧社会福祉施設 

施設名 被災概要 

老人福祉センター 給排水設備・玄関ポーチ・車庫等の損壊 など 

町保育所（本園） 天井破損、内部壁亀裂、駐車場亀裂、食器乾燥機破損 など 

町保育所（分園） 外壁亀裂、建具損壊、内壁亀裂 など 

児童館 暖房配管損傷、内部亀裂、駐車場亀裂 など 

町保健センター 天井破損、内壁亀裂、建具損壊 など 

勤労青少年ホーム 外壁亀裂、駐車場・外構亀裂 など 

 

⑨農業用かんがい用水の通水中止 

被災概要 

水田面積 1,064ha

羽鳥用水利用面積 1,046ha

関係農家数 760戸

 

⑩上水道施設 

施設名 被災概要 

旭町浄水場 ・配水池の隆起による場内配管の仮復旧工事 

・場内配管破損の復旧、漏水修繕工事（1箇所） 

・建物の一部破損、敷地内舗装の一部破損 

上水施設 

成田浄水場 ・場内配管破損の復旧、漏水修繕工事（1箇所） 

配水施設 ・配水管破損の復旧工事（漏水修繕工事160箇所） 

・配管破損の仮復旧工事 
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⑪下水道施設 

施設区分 被災概要 

公共下水道

施設 

・久来石・中町・境・不時沼・笠石・旭町・本町・大池・岡ノ内・梨

池において、マンホール浮上・滞留・下水管渠破損 など 

農業集落排

水施設 

・成田地区の北町でマンホール浮上8箇所・滞留箇所2箇所 

 

⑫避難所開設状況 

受入れ期間 2011年（平成23年）3月 11日～5月 31日 

受入れ場所 町公民館・老人福祉センター 他 21箇所 

避難者数 延べ 4,579人 

ピーク時 934人（3月 11日） 

 

⑬放射能汚染関連の状況（東京電力福島第一原子力発電所の事故による） 

・東京電力福島第一原子力発電所の事故により、放射能による被害を受けました。 

・健康被害を及ぼすほどの数値ではないものの、町内外の人々に不安を与えています。 

・一時期、野菜などに対し出荷停止の指示を受けるなど、甚大な被害を被り、その後も風評

被害の影響により極めて厳しい状況にあります。 
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第 3 章．まちの将来像と目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

序 

説 

基
本
計
画
Ⅰ 

基
本
計
画
Ⅱ 

基
本
計
画
Ⅲ 

基
本
計
画
Ⅳ 

基
本
計
画
Ⅴ 

資 

料 

編 

基
本
構
想 



 

26

◆第３章．まちの将来像と目標 
 

 

 

 

 

 

・東日本大震災により大きな被害を受けた今、町民と行政が総力を結集して、復旧・復興に向

けた取組みを行うことが求められています。 

・しかしそれは、単に「元に戻す」という意味の「復旧」にとどまらず、従来の発想にとらわ

れ過ぎず「新たな視点」をもって生まれ変わった「光り輝く都市」を実現する、という「復

興」と「飛躍」の視点も含んだものであるべきと考えられます。 

・間もなく、町制施行 50 周年を迎える中、本町の新たな発展に向けた転換点（ターニングポ

イント）としようという意思も踏まえて、将来実現すべき望ましい都市の姿（町の将来像）

を「かわる、かがやく、“牧場の朝”のまち かがみいし」とします。 

・町民や町内で活動する企業や団体など、多様な主体との連携のもと、全町的な取組みで、この

将来像の実現を目指していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

・この将来像を実現するために、各種の行政施策を展開していきますが（「第4章．施策の大綱」

参照）、その前提として、震災で改めて重要性が認識された町民相互の「きずな」、すなわち「や

さしさとふれあい」の心を大切にしつつ、震災からの復興、そして単に「元に戻す」復旧に

とどまらず、一歩先を目指す「復興と進化」を基本理念（全ての施策に通底する基本的な考

え方）とします。 

 

 

 

【ポイント】 

■まちの将来像を、『かわる、かがやく、“牧場の朝”のまち かがみいし』とします。 

■その実現に向けて、「やさしさとふれあい」と「復興と進化」を基本理念とします。 

 

【まちの将来像】 

 

かわる、かがやく、“牧場の朝”のまち かがみいし 

３－１ まちの将来像と基本理念 
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（１）町の総人口の目標値 

・本計画の目標年次である2021年（平成33年）における人口を、「コーホート要因法」と呼

ばれる、従来の傾向（出生率・死亡率など）がそのまま継続して推移したとみなして将来値を

求める手法で推計すると、これまでの人口増加傾向は頭打ちとなって減少に転じ、12,500人

を下回ることとなります。 

・そして東日本大震災が、マイナス要因として働いてくることが危惧されます。 

・しかし、この傾向をそのまま放置するのではなく、本町の交通の利便性と比較的低い放射線量

などの優位性を前面に、まちの魅力づくりや宅地の供給など、様々な施策を講じることで、全

国的な傾向でもある自然減に歯止めをかけ、社会増（人口の町内への転入と転出の差のこと）

を図るものとします。 

・この考え方から、平成 22 年度の国勢調査人口である概ね 12,800 人から、13,500 人程度

まで増加させることを目指すものとします。 

 

将来の目標人口 

年 次 2010年（平成22年）

国勢調査実績値 

2021年（平成33年）

目標値 

人 口 概ね 12,800人 概ね 13,500人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ポイント】 

■将来の目標人口（2021年（平成33年））を13,500人とします。 

■就業人口については、概ね 7,000 人への回復・増加を目指します。 

３－２ 将来の目標人口 
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（２）就業人口の目標値 

・本町の就業人口は、2000年（平成12年）の調査時点で6,685人まで増加しましたが、そ

の後、減少に転じています。 

・経済構造の変化などにより、特に農業（第 1 次産業）と製造業・建設業（第 2 次産業）の就

業人口の減少が目立っており、震災の影響も加わって、今後も当分の間は厳しい環境の下にお

かれることが懸念されます。 

・しかし、復興の過程で、町全体の人口の増加とともに周辺町村部からの就業者の増加を図るこ

ととし、本計画の目標年次である2021年（平成33年）における就業者数を概ね7,000人

と設定します。 

・農業については営農規模の拡大なども求められており、単に就業人口を増加させれば良いとい

うものではありませんが、総就業者数の回復と増加に向けて、各種の施策を総合的に展開して

いくものとします。 

 

将来の就業人口 

年 次 2005年（平成17年）

実績値 

2021年（平成33年）

目標値 

就業者数 6,493人 概ね 7,000人 
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図 産業別就業者数の推移（国勢調査） 

産業別就業人口の推移 
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・「まちの将来像」を実現するための政策の柱である「基本目標」として、震災からの復興の視

点を機軸に「がんばろう かがみいし！ 総合的な復興と新たな飛躍に向けて」を掲げ、この

「基本目標」の下に、行政分野別の5つの個別目標を設定します。 

・これらに対応した形で、次章の「施策の大綱」、そして「基本計画」を構成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目標Ⅰ．町民と力を合わせて、新しい鏡石をつくります！ 

～町民参加と行財政運営分野～

目標Ⅱ．心豊かな人を育て、地域文化を大切にする鏡石をつくります！ 

～教育・スポーツ・健康づくり・文化振興分野～

目標Ⅲ．地域で支えあう、人にやさしい鏡石をつくります！ 

～福祉・安心安全・コミュニティ形成分野～

目標Ⅳ．新しい産業を開花させ、活力あふれる鏡石をつくります！ 

～産業振興分野～

目標Ⅴ．快適に暮らせ、住んでみたくなる鏡石、訪ねてみたくなる鏡石をつくります！

～都市整備・都市開発分野～

【基本目標】がんばろう かがみいし！ 総合的な復興と新たな飛躍に向けて 

【ポイント】 

■「がんばろう かがみいし！ 総合的な復興と新たな飛躍に向けて」を基本目標としたうえ

で、5つの行政分野別の目標を掲げ、実現を図ります。 

■5つの目標相互が関連性をもつため、分野横断的な視点で取組みます。 

３－３ まちづくりの目標 
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第４章．施策の大綱 
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◆第４章．施策の大綱 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・これまでに整理した「社会経済の潮流」や「町の置かれた状況」、「町民意向」を踏まえて、町

政運営とまちづくりを進めていくうえで機軸とすべき基本的な考え方を整理すると、以下に示

すとおりです。 

 

①総合的な視点に立った復興まちづくり 

・本町は、東日本大震災により甚大な被害を受けました。 

・多くの建物や構造物が損壊したほか、当初は、町民の一部が避難所での生活を余儀なくされ

ました。 

・また、東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射能漏れにより農産物が作付け困難と

なったり出荷停止の措置を受けるなど、産業面でも深刻な影響を被ることとなりました。 

・そのため、放射線量の測定や施設の除染など、原子力災害への対策に全力をあげます。 

・当面の復旧活動が完了した後は、中長期な視点に立って、まちの復興に努めていきます。 

・その際には、単にまちを元の姿に戻す「復旧」にとどまらず、生活の再建、産業の再生な 

ど、総合的な視点に立った「復興」のまちづくりを行い、さらなる飛躍を目指していきます。 

 

②新時代にふさわしい行財政運営と協働のまちづくり 

・時代は変化を続けており、行政運営のあり方も変化を迫られています。 

・地方分権が進む中、そして大震災からの復興を図るうえでも、本町ならではの考え方に基づ

いた取組みに努めます。 

・現在は、人口が増加傾向にあり少子高齢化の程度が相対的には高くないまちですが、今後 

は、人口構成も変化し、財政運営が厳しさを増していくことも想定されます。 

・「選択と集中」による効率的な投資など、財政運営のうえでの工夫を行っていきます。 

・また、全国的に、まちづくりへの住民参加が一般的なものとなり、また重要性を増してきて

います。 

・本町においても、さらなる町民の参加を図り、行政との適切な役割分担のもと、「協働のま

ちづくり」を目指していきます。 

 

【ポイント】 

■今後の町政運営とまちづくりを進めていくうえでの基本的な考え方を、次のとおりとしま

す。 

①総合的な視点に立った復興まちづくり 

②新時代にふさわしい行財政運営と協働のまちづくり 

③安心・安全で快適に暮らせるまちづくり 

④まちの特性を活かした魅力あるまちづくり 

４－１ 施策を推進するうえでの基本的考え方 
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③安心・安全で快適に暮らせるまちづくり 

・東日本大震災は、安心・安全な暮らしを守ることの重要性を改めて示しました。 

・地震災害からの復興まちづくりとともに、再び大規模な地震が発生した場合にも、被害を最

小限にとどめるための「防災まちづくり」を進めます。 

・本町は、東京電力福島第一原子力発電所からは相当の距離にはありますが、万が一の事態に

備えて、安全な廃炉措置が完了するまで、継続的に正確な情報の把握に努め、迅速に対応し

ていきます。 

・また、河川に挟まれた町としての水害対策などを含む、多角的な防災に全力をあげるととも

に、町民からの期待の強い交通安全の向上、防犯のまちづくり、消費者の保護など、多角的

な視点に立った「安心・安全まちづくり」を進めていきます。 

・国や県などの取組みによるところが大ですが、医療、福祉、社会保障制度などの信頼性を保

ち持続的な制度として運用していくことに努めます。 

 

④まちの特性を活かした魅力あるまちづくり 

・本町は、面積 31.25k ㎡で、東西 7.7km、南北 7.5km のコンパクトな町で、駅を中心と

した半径1kmの範囲内に約7割の人たちが暮らしています。 

・このコンパクトさを活かして、過度に自動車に依存しない、徒歩や自転車、公共交通機関の

利用によって、安全・快適に暮らせるまちづくりを進めます。 

・また、那須連峰の山並みを背景とした田園地と樹林地の美しい景観や、阿武隈川と釈迦堂川

の水辺空間の存在など、自然環境にも恵まれており、野菜や果樹を中心とする一戸当たり農

業所得額は、県下でも上位となっています。 

・岩瀬牧場やアヤメやハナショウブなどの花々で知られる鳥見山公園など、魅力的な地域資源

も多くみられます。 

・さらには、広域幹線道路が整備されており、交通の利便性が非常に良いこともまちの強みで

す。 

・これらのまちの特性や地域資源を大切に守り育て、「住んでみたくなるまちづくり」「訪れ

てみたくなるまちづくり」を進めます。 
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         ＜5 つの目標＞             ＜施策の大綱の項目＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ⅰ．町民と力を合わせて、新しい鏡石を

つくります！ 

～町民参加と行財政運営分野～ 

Ⅰ-1．参加と協働のまちづくり 

Ⅰ-2．新時代の行財政運営 

Ⅱ．心豊かな人を育て、地域文化を大切

にする鏡石をつくります！ 

～教育・スポーツ・健康づくり・ 

文化振興分野～

 

Ⅱ-1．明日を担う人づくりと生涯学習

の推進 

Ⅲ-4．共生のコミュニティづくり 

Ⅲ．地域で支えあう、人にやさしい鏡石

をつくります！ 

～福祉・安心安全・ 

コミュニティ形成分野～

 

Ⅲ-1．あたたかみのある福祉のまちづ

くり 

Ⅲ-2．持続性のある社会保障制度の構

築 

Ⅱ-3．地域文化の保全・継承と創造 

Ⅳ．新しい産業を開花させ、活力あふれ

る鏡石をつくります！ 

～産業振興分野～ 

Ⅳ-1．地域産業の振興 

Ⅳ-2．にぎわいの創出とまちの活性化

Ⅴ．快適に暮らせ、住んでみたくなる鏡

石、訪ねてみたくなる鏡石をつくり

ます！ 

～都市整備・都市開発分野～ 

Ⅴ-1．魅力ある美しい都市空間の再生

と創造

Ⅴ-2．人にやさしい交通環境の形成 

Ⅱ-2．スポーツの振興と健康づくり 

Ⅲ-3．安心・安全な地域社会づくり 

Ⅴ-3．水循環の基盤整備 

Ⅴ-4．環境と共生するまちづくり 

【ポイント】 

■「3-3」の 5つの目標に対応して、「施策の大綱」を構成します。 

４－２ 施策の大綱の構成 
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・地方分権の進展や経済社会の※グローバル化などの社会経済の変化に柔軟に対応する視点から、 

また、東日本大震災からの復興の観点も含めて、基本的な行政課題に取組みます。 

・町民や企業・団体の人たちと協働した取組みを進める一方で、各種の行財政改革を継続・強化

して、これまでの良さを大切にしつつ、力強く震災から立ち直った新しい鏡石づくりを目指し

ます。 
 
Ⅰ－１．参加と協働のまちづくり 

（１）町民参加の促進 
・まちづくりは、町民や町内で事業を行っている人たち、各種の団体などの人たちなどから、 

広く協力と参加を得て進めることが必要です。 

・震災復興の取組みをはじめとして、行政計画づくりからその実施・運営にいたるまで、行政

との適切な役割分担のもと、これまでにも増して様々な分野における町民の参加と参画を促

進します。 

・事業によっては、「町民主体の取組みを行政が支援する」ことを理想な姿として捉え、その

ための体制の構築に努力していきます。 
 
（２）広報広聴の充実 
・町民の暮らしや町内の企業や団体の活動にとって、また、町政運営への町民参加・事業者参

加を促進するためにも、町に関する情報を広く提供する広報活動が重要であるため、正確な

情報を様々な手段で迅速に伝えることに努めていきます。 

・一方で、様々な意見を聴取し、町政に反映していくための広聴のための手法の充実を図りま

す。 

・広報広聴のためのツール（道具・手段）として、※ICT（情報通信技術。一般的には IT と呼

ばれる。）の活用も重視していきます。 
 
Ⅰ－２．新時代の行財政運営 

（１）行財政の改革と進行管理 
・効率的な行財政運営を目指して、経費の節減、自主財源の充実、「選択と集中」による戦略

的な投資、行政組織と事務事業のあり方の継続的な検討と実施、職員の資質と意識の向上、

政策決定の透明性の確保など、各種の行財政改革を継続します。 

・改革や事業の効果を検証するため、その達成状況や原因などについて随時検証する政策評価

（事務事業評価）を実施し、行政施策の進行管理の体制（PDCA サイクル）の充実を図り

ます。 

・※ICT（情報通信技術）の活用や民間活力の活用などにより、行財政の効率化を推進します。 

Ⅰ．町民と力を合わせて、新しい鏡石をつくります！ 

～町民参加と行財政運営分野～ 

４－3 施策の大綱 
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巻末の「用語解説」を参照 
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・震災を教訓に、幅広い視点からのリスクマネジメント（危機管理）体制の構築を図ります。 

 
 

 
 
 
 

PDCAサイクルの概念 

 
（２）広域行政の展開 
・町単独で行うよりも高い効果を得ることを目的として、須賀川地方保健環境組合をはじめと

する広域組織を設置して、相互に連携した取組みを進めていますが、今後も必要に応じて、

新たな広域組織への参加や設立を検討していきます。 

・隣接する市町村や、他の自治体との協力・連携による事業の実施を検討します。 

・地方分権の動きに注視し、広域圏に関わる行政施策に関わる調査と研究を行います。 
 
（３）自治体間交流・国際交流の推進 

・震災を教訓とし、また交通の利便性を活かして、隣接する市町村との間での交流を継続し、

また拡大を図ります。 

・友好都市などとの間で、幅広い連携・協力関係を維持・強化します。 

・経済社会が※グローバル化する中、鏡石町にも外国人が多く居住し、また働いているため、

町民との交流や外国人同士の交流を促進します。 

・諸外国との間で、産業振興のための交流、友好促進のための文化交流など、多角的な国際交

流を図るため、必要な調査・研究を行います。 

・案内標識や広報などの外国語表記の推進、学校教育や生涯学習の場の提供にあたっての国際

理解や語学関連のプログラムの充実などを推進します。 
 
 
 
 
・明日を担う子どもたちへの質の高い教育機会の提供、現在も活発なスポーツ活動のさらなる振

興、地域ならではの文化の保全・継承と新たな文化づくりなど、教育・文化関連施策の充実に

努めます。 

 
Ⅱ－1．明日を担う人づくりと生涯学習の推進 

（１）小中学校における教育の充実 
・町立の小中学校（第一小学校・第二小学校・鏡石中学校）において、全ての児童・生徒が質

の高い公教育を受けられるように、施設や体制の整備を図ります。 

Ⅱ．心豊かな人を育て、地域文化を大切にする鏡石をつくります！ 

～教育・スポーツ・健康づくり・文化振興分野～ 

PLAN（計画） 

ＤＯ（実行） 

CHECK（評価）

ACTION（改善） 
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巻末の「用語解説」を参照 
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・基礎的な学力の向上と子供がもつ個性の発揮を両立できるように、本町ならではの独自性を

活かした体制づくりやプログラムの工夫などを行います。 

・特別支援学級でのきめ細かな指導など、適切な障がい児教育を継続します。 

・震災により大きな被害を受けた施設の復旧・復興に注力し、安心して安全に授業が受けられ

る環境を整えます。 

・子どもたちの「心のケア」にも重点をおきます。 
 
（２）幼児教育の充実 
・集団生活の中で一人ひとりの可能性を伸ばし、道徳心や自立心の芽生えを後押しし、心身の

調和した発育を視点とした幼児教育を実施します。 

・町立幼稚園において、預かり保育機能の強化に努めるとともに、私立幼稚園の振興のための

支援を継続します。 

・多様な幼児教育ニーズや園児数の減少への対応などの観点から、国などの動向を踏まえつ 

つ、「※幼保一体化」の取組みも検討していきます。 
 
（３）生涯学習機会の拡大 
・町民が生涯にわたり、学び・学習の活動を続けていける生涯学習の環境と体制づくりを図り

ます。 

・その拠点となる公民館や図書館の利用促進を図る一方で、機能の充実や効率的な管理に努め

ます。 

・町民や団体による自主的な学習活動を支援するため、多様な学習プログラムの提供、関連情

報の発信、指導者の育成・発掘と招致などを推進します。 

・生涯学習に関わる団体の設立や運営を支援します。 

 
（４）青少年の健全育成の支援 
・人にやさしい地域社会づくり、社会活動やレクリエーションの機会の提供などを通じて、青

少年の健全育成を図ります。 

・家庭・学校・地域が連携して、非行の防止や更生支援などができるような体制づくりを図り

ます。 
 
Ⅱ－2．スポーツの振興と健康づくり 

（１）スポーツの振興 
・スポーツ施設の整備が進んだ町であることから、今後も体育協会や総合型地域スポーツクラ

ブを中核として、さらなるスポーツの振興を図ります。 

・各種のスポーツイベントを継続、発展させ、新たなイベントの誘致も検討していきます。 

・以上により、「スポーツのまち鏡石」の形成を目指します。 
 
（２）町民保健と健康づくりの支援 
・町民の健康を守るため、各種の健康診査や健康づくりに関わる事業、母子保健事業などを実
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施します。 

・町民全体の健康づくりを進めるとともに、特に高齢化により増大が見込まれる医療費を抑制

する観点からも、予防接種や健康増進のための啓発事業など「予防医療」に注力します。 

・近年増加している自殺対策にも重点を置きます。 

・東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射線の拡散が本町においてもみられるため、

放射線量の測定の継続や、震災の影響による「心の病」の増加に対応にしたケアや相談体制

の充実を図るとともに、放射線対策としての検査や除染など、その結果によって適切な対応

を講じます。 

 

Ⅱ－3．地域文化の保全・継承と創造 

（１）地域文化の保全・継承と新文化の創造 
・岩瀬牧場の「オランダの鐘」をはじめ、町がもつ文化財を大切に守るため、その周知や広報

などを進めます。 

・震災により破損した文化財の修復など、必要な措置を講じます。 

・美しい田園地帯やなだらかな地形の中に広がる果樹林などからなる「里山空間」と、そこで

営まれている人々の暮らしが、鏡石ならではの文化を形作っていると考えられるため、その

良さを大切に守り次代に継承していきます。 

・新たな資源の発掘や既存の資源の活用と情報の発信、さらには複数の資源を組み合わせて、

付加価値のある新しい文化の創出を図ります。 

・関連する情報の収集と提供、指導者や団体の育成支援、学校教育における文化学習の充実な

どを行います。 
 
 
 
 
・少子高齢化が進行する中にあっても、だれもが安心して地域社会で暮らし続けていけるような

「※ノーマライゼーション」の考え方を基本に、地域や事業者と行政が連携して、町民ニーズ

にあった福祉・保健・医療サービスを安定的に提供することに努めます。 

・防災をはじめ、交通安全対策、防犯、消費者の保護など、多岐にわたる「安心・安全社会づく

り」、互いが支えあい生き生きと暮らせる「共生のコミュニティづくり」を進めます。 

 

Ⅲ－1．あたたかみのある福祉のまちづくり 

（１）高齢者福祉の充実 
・高齢化が進行し、本町においても、高齢者福祉の重要性はさらに高まると考えられていたと

ころに震災が発生し、特に高齢者の生活に深刻な影響を及ぼすこととなりました。 

・地域や関係団体との協力の下、在宅福祉サービスの充実支援を基本に施策を実施します。 

・同時に、町民の福祉ニーズにきめ細かく応える施設での福祉サービスの提供も検討・実施し

ていきます。 

・「元気な高齢者」を増やすため、老人クラブ活動をはじめ、スポーツ・文化活動や生きがい

Ⅲ．地域で支えあう、人にやさしい鏡石をつくります！ 

～福祉・安心安全・コミュニティ形成分野～ 
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づくりの場の提供などを推進します。 

 
（２）児童福祉と子育て支援 
・明日の鏡石町を担う子どもたちの基本的人権と最低限の文化的な生活を保障するため、また

保護者を支援することを基本的な考え方として児童福祉の充実を図ります。 

・生活の困窮度合いが強い傾向にあると考えられる「ひとり親家庭」をはじめとする人たちの

支援を図ります。 

・女性の社会進出が進む中、保育所や児童館の充実、低学年児童の居場所づくりなどの子育て

支援施策を、教育施策などとも連携して総合的に推進します。 
 
（３）障がい者福祉の充実 

・障がい者を特別視することのない「※ノーマライゼーション」の考え方で、障害者福祉施策

を実施します。 

・保健・医療の分野とも連携し、さまざまな障害の種類や程度に応じた、きめ細かなケアと支

援を推進します。 

・各種の相談事業、障がい福祉サービスの認定・支給、福祉機器や用具の給付などの事業を実

施する一方で、就労支援などによる自立支援の視点も重視していきます。 
 
Ⅲ－2．持続性のある社会保障制度の構築 

（１）医療保険制度の適正な運用 
・医療保険制度の柱として、市町村が運営する国民健康保険があるほか、75 歳以上を対象と

した後期高齢者医療制度が創設され、「福島県後期高齢者医療広域連合」によって運営され

ています。 

・しかし、国民健康保険税の収納率は低迷しており、国民健康保険の財政は極めて厳しい状況

にあります。 

・そのため、保険税の適正な賦課と徴収業務を行いつつ、収納率の向上に努めるとともに、特

定健康診査・特定保健指導の受診率の向上や各種保健事業により、医療費の適正化に努めま

す。 

・国における医療保険制度の改正の動きに注視し、迅速・的確に対応します。 
 
（２）国民年金制度の適正な運用 
・老後の生活資金を積み立てておく自営業者などを対象とした国の制度として「国民年金制度」

がありますが、将来にわたっての安定的な支給を維持するための改革の動向に注視し、適切

に対応します。 

 
（３）介護保険制度の適正な運用 

・「介護保険制度（保険料を納め、介護サービスを必要となった際に必要なサービス選択し受

けられる制度）」の実施主体として、今後も必要なサービス量の的確な把握に基づいて、関

連事業を実施していきます。 
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・特別養護老人ホームをはじめとした施設サービス、ホームヘルプサービスや通所介護などの

在宅介護サービスの両面について、適切な支援を実施します。 

・高齢化に伴い保険会計が厳しさを増している中、保険事業の計画的な運用とともに、地域包

括支援センターを拠点として、「元気な高齢者」を増やす「介護予防」の取組みに注力しま

す。 
 
Ⅲ－3．安心・安全な地域社会づくり 

（１）防災性の向上 
・東日本大震災からの復旧事業に全力をあげるとともに、さらなる飛躍を図る観点から、総合

的な復興事業を進めていきます。 

・特に、東京電力福島第一原子力発電所の状況について迅速・的確に把握することに努め、非

常時の即応体制の強化を図ります。 

・今回の震災を教訓に、地震に強いまちづくりを総合的に推進します。 

・阿武隈川・釈迦堂川に挟まれた町として、水害対策にも留意します。 

・自主防災組織の充実など、地域の消防力の強化を図ります。 

・その他の各種の災害も想定して、都市空間の強化と、県・他の自治体・各種団体・地域など

と連携した体制整備などを並行して推進します。 
 
（２）防犯のまちづくり 

・町民が安心して暮らせるように、防犯対策を推進します。 

・犯罪を抑止するため、就業機会の拡大につながる産業活力の向上を図りつつ、直接的には、

防犯灯の設置などの防犯効果の高い都市空間の形成、警察や地域などと連携した防犯活動の

実施、非行やマナー違反行為への対応、暴力団対策などを実施します。 

・国民保護法に基づいたテロ対策などを的確に実施します。 
 
（３）交通安全対策の推進 
・交通事故の発生件数が多い現状を重く受け止め、多発箇所を的確に把握し、警察と協力した

交通事故防止のための活動に注力します。 

・学校教育などの機会を活用して、交通安全教育を実施します。 

・事故を減らす道路の線形や交差点の改良など、都市空間の改善を図ります。 
 
（４）消費者保護の推進 
・国の消費者庁や福島市にある県消費生活センターが発信する消費者保護に関わる情報を、広

く提供します。 

・詐欺を疑われる行為への注意喚起など、消費生活に関わる情報の収集に努め、随時町民に提

供していきます。 

・特に「食の安全」を重視し、震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故がもたらして

いる放射能汚染に関する調査や情報の収集、広報に注力します。 
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Ⅲ－4．共生のコミュニティづくり 

（１）コミュニティづくりと地域交流の促進 
・地域コミュニティの重要性を広く啓発するとともに、地域の活性化のため、地区集会所の多

目的活用、町民相互の交流機会の提供、関連情報の提供などを推進します。 

・コミュニティの単位としての行政区の単位での活用や、班組織の活動の支援を図ります。 

・地域づくり担い手となるリーダーや地域活動団体の育成を支援します。 
 
（２）男女共同参画の地域づくり 

・本町でも女性の社会参加が進んでおり、この動きに応える取組みを実施していきます。 

・男女平等の意識の普及、男性の子育てへの参画や社会全体による子育ての促進、地域活動へ

の女性の参加の支援などにより、「男女共同参画社会」づくりを推進します。 
 
 
 
 
・震災で大きな被害を受けた産業を、再生・復興させることに注力します。 

・既存企業の操業を多角的観点から支援するとともに、企業誘致により、町の活性化と就業機会

の創出・拡大を図ります。 

・本町ならではの地域資源を活用して、新しい産業の創造や観光の振興などを図ります。 

 
Ⅳ－1．地域産業の振興 

（１）農業の振興 
・震災からの農業の復旧・復興のため、県や JAなどの関係機関と連携して、国及び東京電力

への賠償請求支援をはじめとする適切な対応を講じるとともに、風評被害の撲滅に注力しま

す。 

・農産物など再び基準値を超える放射線が検出されるような最悪の状況も想定して、即応体制

のあり方を検討します。 

・担い手の確保、新しい販路の開拓、農業基盤整備など、震災前からの課題に継続的に取組み

ます。 

・農業のもつ公益性の維持と、農業生産法人の参入促進などによる効率化のバランスを考え、

町の農業の振興を支援します。 

・製造業や商業などの他の産業との連携により、相乗効果の発揮を狙います。 
 
（２）工業等の振興 
・国内需要の低迷に加え、震災により被害を受けたことで、非常に厳しい状況にある町の工業

の再生・振興のため、既存工場の操業の継続的な支援、工業団地への立地誘導の継続などを

図ります。 

・「産学官連携」も含めた異業種ネットワークの構築や、新分野や技術の開拓・開発の支援を

図ります。 

Ⅳ．新しい産業を開花させ、活力あふれる鏡石をつくります！ 

～産業振興分野～ 
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・「東北地方の復興と※再生可能エネルギーの拠点づくり」という国の施策に沿った関連産業の

誘致などの可能性を検討していきます。 
 
Ⅳ－2．にぎわいの創出とまちの活性化 

（１）商業空間の形成 
・※モータリゼーションの進行による生活圏の拡大などによる買い物客の減少傾向に、東日本

大震災による被害が追い打ちをかけることになった本町の商業の再生を図ります。 

・経営者の自助努力の必要性について啓発に努めつつ、関係機関と連携して周辺の環境整備や

情報発信などで協力し支援を図ります。 

・「歩いて暮らせるまちづくり」などと連携した、既存の地域商業の活性化の視点も重視しま

す。 

・駅東での新市街地形成の機会などを活かして、魅力ある店舗の新規立地の誘導を図るととも

に、既存店舗との共存共栄・相乗効果の発揮を目指していきます。 

・空き店舗の保育・福祉・交流などの多目的な活用も検討していきます。 
 
（２）観光の振興 
・原発事故による風評被害の撲滅を図るとともに、町単独あるいは近隣市町村と連携した広報

活動において名産品のＰＲなどに努め、観光客の増加を図ります。 

・岩瀬牧場・鳥見山公園といった既存の観光資源を活用するため、周遊ルートの改善を図ると

ともに、スポーツイベントなどのソフトコンテンツの誘致を推進します。 

・「農業体験」など、農業の強さを生かした観光を推進します。 

・町の花である「あやめ」のシンボリックな配置、観光案内機能の強化、ボランティアガイド

の養成、民間の旅行会社とのタイアップによる宣伝活動の強化、外国人観光客の誘致など、

総合的な観光振興策を検討・推進します。 
 
 
 
 
・震災で被害を受けた都市空間の再生を図るとともに、復興の過程で、従来にも増して魅力的 

で、住んでいることが誇れるような、そして町外から人をひきつけるような都市づくりを図り

ます。 

・その際には、自動車利用に過度に依存しない、歩行者や自転車、公共交通を重視した取組みを

重視します。 

・地球環境問題やエネルギー問題に対応するため、多角的な視点で環境と共生するまちづくりを

進めます。 

 
Ⅴ－1．魅力ある美しい都市空間の再生と創造 

（１）計画的な土地利用と都市開発の推進 
・現在のコンパクトな都市を維持しつつ、戦略的な開発については積極的に推進する「めりは

Ⅴ．快適に暮らせ、住んでみたくなる鏡石、訪ねてみたくなる鏡石をつくります！

～都市整備・都市開発分野～ 
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りのある都市づくり」を基本的な考え方とします。 

・市街化すべき区域と市街化を抑制すべき区域、森林や農地として保全すべき区域と利用すべ

き区域などを明確化し、適切に規制・誘導していきます。 

・にぎわいの創出や良好な住環境の保全、防災、環境保全など、多角的な視点からきめ細かな

土地利用のコントロールを可能とする手法の普及を検討します。 
・均衡ある町の発展の観点から、町東部の活性化を目的として構想している「鏡石駅東第1土

地区画整理事業」の推進を図ります。 

・この範囲を含み、より広域を対象とした開発構想である「駅東総合整備計画」については、

長期的な観点からそのあり方を検討していきます。 

・町南部の新たな拠点づくりの観点から、市街地と連たんした一部区域について計画的に市街

地に転換することを構想している「南部総合整備計画」についても、その実現の可能性や妥

当性について、長期的な視点に立って研究を深めていきます。 
 
（２）幹線道路網の整備 
・震災で被害を受けた路線の早期復旧を図るとともに、幹線道路の整備を進め、有機的な道路

ネットワークの構築を図ります。 

・国道4号の4車線化に合わせた町道の整備、国道118号の松塚バイパスの早期完成に向け

た取組み、※都市計画道路をはじめとする主要道路の整備を図ります。 

・老朽化への対応、面整備区域での幹線道路整備などを実施します。 
 
（３）美しい景観づくり 

・無秩序な建築や開発を抑制することで、美しい都市景観や田園景観、森林景観などを守り、

後世に伝えます。 

・駅前・幹線道路沿道・住宅地・集落地など、各々の市街地特性にあった景観づくりの規制・

誘導に努めます。 

・特に公共施設の建設において、周辺の景観との調和を図ることとし、質の高い景観づくりに

努めます。 
 
（４）住宅の質の向上 
・震災による倒壊家屋の建て直しや、新規の住宅地形成にあたって、質の高い住宅の普及を啓

発・支援していきます。 

・道路や公園などの都市基盤の復旧と整備を併せて進めます。 

・住宅の耐震化・環境性能の向上・※バリアフリー化などの必要性を啓発するとともに、支援

策を検討します。 

・町営住宅や定住促進住宅（定住の促進のため、町が雇用促進住宅の譲渡引き受けした住宅）

について、適切な維持・管理を行うとともに、老朽化への対応を検討・実施します。 

 
 
 

序 

説 

基
本
計
画
Ⅰ 

基
本
計
画
Ⅱ 

基
本
計
画
Ⅲ 

基
本
計
画
Ⅳ 

基
本
計
画
Ⅴ 

資 

料 

編 

基
本
構
想 

注）※印のある語句については、

巻末の「用語解説」を参照 



 

44

Ⅴ－2．人にやさしい交通環境の形成 

（１）公共交通機関の維持・充実 
・高齢化が進行する中、「人にやさしい」移動手段として、公共交通機関の維持・充実を図り

ます。 

・JR東北本線の利便性の向上を JRに要望します。 

・自家用車の利用が難しい人たちにとっての「足」となるバス路線について、存続と効率的な

運行を事業者に要請するとともに、町としても、名所のＰＲなどにより、利用者の増加を図

ります。 

・駅東の開発による宅地の増加などの土地利用の転換が行われる場合には、居住者などの需要

に応える交通機関の充実を検討します。 

 
（２）歩けるまちづくりと自転車利用の推進 
・震災で被害を受けた路線の早期復旧を図るとともに、歩道の整備などによる「歩けるまちづ

くり」を進めます。 

・町のシンボルロードである「グリーンロード」の適切な維持・管理とともに、ネットワーク

の延長の可能性を検討していきます。 

・町の各所への魅力づくりなどと並行して、徒歩利用のためのＰＲ活動などを推進します。 

・震災からの応急・復旧事業を完了した段階では、生活道路のうち、交通安全などの面から問

題がある箇所を把握し、優先順位を明確化して順次改良・整備を実施していきます。 

・老朽化への対応、面整備区域での生活道路整備などを実施します。 
・徒歩とともに環境にやさしい交通手段である自転車利用を促進するため、自転車が安全・快

適に自動車や歩行者と共存して走行できるような空間づくりを推進します。 

・公共施設をはじめ、主要な施設への駐輪スペースの確保を推進します。 

 

Ⅴ－3．水循環の基盤整備 

（１）水資源の確保と供給 
・本町の上水道はすべて地下水に依存しているため、良質な水資源の保全・確保に留意しま 

す。 

・土壌汚染の防止に関わる適切な監視・指導を継続することなどにより、将来にわたって安心

して利用できる上水道を確保します。 

・施設の老朽化への対応とともに、未供給地域の解消のための配水管の整備を推進します。 

・開発などの進行が見込まれる場合には、需要に見合った新規整備を検討・実施します。 
 
（２）下水道の整備 
・区域の特性・条件により、公共下水道事業、農業集落排水事業、合併処理浄化槽設置整備事

業の3種類の整備を推進していきます。 

・農業集落排水事業は完了しているため、各戸の接続を推進します。 

・震災からの復旧事業が完了した段階で、各々の拡張整備を進めるとともに、施設の「長寿命

化対策」を実施します。 
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・面整備の進展に合わせて、適切な整備を実施します。 
 
Ⅴ－4．環境と共生するまちづくり 

（１）省エネ・省資源のまちづくり 
・地球環境問題の解決に地域から貢献する視点から、本町においても、コンパクトな市街地形

成や緑地の保全・創出といった都市空間づくり、過度な自動車利用から徒歩や自転車、公共

交通機関の利用へのライフスタイルの転換促進、低公害車の導入啓発などを実施し、温室効

果ガスの排出を最小限に抑制します。 

・原子力発電所の問題から、当分の間は、電力供給に逼迫の懸念があることからも、節電の取

組みも合わせて実施します。 

・東北地方における環境先進都市（再生エネルギーの拠点）づくりという国の施策に沿って、

エネルギー産業の振興、※再生可能エネルギーの普及などを検討・推進します。 

 
（２）緑と水のまちづくり 
・樹林地や田園など、豊かな緑を基本的に保全し、開発する場合においても、最大限確保する

事を念頭においた整備とすることに努めます。 

・鳥見山公園・ふれあいの森公園といった大規模で質の高い公園の整備が既に完了しているた

め、これらの適切な維持・管理、アクセスの改善などを図ります。 

・町民ニーズに合った公園の新設を検討します。その際には、震災復興のシンボルとなるよう

な公園として位置づけることも構想します。 

・各種の計画づくりや維持・管理において、町民参加の普及・促進を図ります。 

・「グリーンロード」における並木の適切な維持・管理を継続するとともに、新規に整備する 

※都市計画道路などにおいて、樹木や花々の植栽を推進します。 

・公共施設用地の率先的な緑化を行うとともに、道路沿いの生垣化や敷地内の緑化などを啓

発・推進します。 

・阿武隈川・釈迦堂川沿いの水害対策に留意しつつ、水辺と親しめる空間整備も検討します。 
 
（３）適切なごみ処理とリサイクル 
・本町のごみ処理については、収集委託により分別収集・運搬を行い、粗大ごみも含めて須賀

川地方衛生センターで処理しています。 

・リサイクル可能な資源ごみの分別収集なども実施しています。 

・そのうえで、人口や土地利用の変化に対応して適切な処理を継続し、さらなるごみの減量化・

リサイクル・再利用（3Ｒ）を推進します。 

・不法投棄防止のため啓発や監視を実施します。 

・震災により発生したがれきの処理が重要な課題となっており、その対策に全力を挙げます。 
 
（４）公害の防止と環境美化 
・公害に対する苦情などについては、関係者からの情報の収集、各種規制に基づく事業者への

指導・啓発などを継続します。 
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・土壌汚染の防止、アスベストの飛散対策など、様々な公害発生のリスクを想定して対応を検

討・実施します。 

・空き缶やタバコの投げ捨てや使用済みタイヤの不法投棄などが多くみられるため、環境美化

のための啓発や地域活動の支援を実施します。 

・「美しいまちづくり推進条例」に基づいて、緑化や花の植栽などを進めます。 
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